
セーフティネット住宅への住替え支援

セーフティネット住宅への住替えに係る補助

事業主体 居住支援法人、居住支援協議会等、地方公共団体

対象世帯

①-1 災害リスクの高い区域※からの住替え

①-2 原形復旧を前提としない流域治水型の
復旧事業を行う地域内の災害危険区域又は
浸水被害防止区域からの住替え

②低廉な家賃のセーフ
ティネット住宅への住替
え

※家賃が下がる場合に限る。
ただし、子育て世帯・多子世
帯、新婚世帯の場合には、こ
の限りではない。

月収15.8万円（収入分位25%）以下の世帯
※ 子育て世帯・新婚世帯は月収21.4万円（収入分位

40%）以下、多子世帯は月収25.9万円（収入分位
50%）以下

(原形復旧を前提としない流域治水型の復旧
事業を行う地域の場合は、被災者)

月収15.8万円以下の世
帯
※ 子育て世帯・新婚世帯は月

収21.4万円以下、多子世
帯は月収25.9万円以下

対象住宅 登録住宅、専用住宅、居住サポート住宅

補助対象 セーフティネット住宅への住替え費用

補助率・
補助限度額

補 助 率：国１／２＋地方１／２
国費限度額：５万円／戸
※ 月収15.8万円を超える子育て世帯等についても、家賃低廉化補助、家賃債務保証

料等低廉化補助との併用可

SN住宅

低額所得者

被災者等

②低額所得者の低廉な住宅
への住替え支援

①災害リスクの高い区域や、原形復旧を前提
としない流域治水型の復旧事業を行う地
域からの早期の住替え支援

【SN住宅への住替えのイメージ】

セーフティネット住宅への住替え費用に対して補助を行う。

※ 土砂災害特別警戒区域、災害危険区域(建築物の
建築の禁止が定められた区域内に限る)
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